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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹型基板と凸型基板とを準備するステップを備えた半導体装置の製造方法であって、
　前記凹型基板は、
　　半導体回路を有する半導体基板と、
　　前記半導体回路を含む前記半導体基板の主表面を覆うように設けられた第１の絶縁膜
と、
　　前記第１の絶縁膜内に設けられた内部配線とを含み、
　　前記第１の絶縁膜および前記半導体基板には、前記第１の絶縁膜および前記半導体基
板の厚さ方向に延びる凹部が設けられており、
　前記凸型基板は、
　　仮基板と、
　　前記仮基板上に形成された導電部と、
　　前記仮基板の主表面に対して垂直な方向に延びる柱状導電部とを含み、
　前記凸型基板および前記凹型基板のうちの少なくともいずれか一方の接合面において流
動性を有する絶縁材が塗布された状態で、前記凹型基板と前記凸型基板とが嵌め合わされ
るか、または、前記凹型基板と前記凸型基板とが隙間を有する状態で嵌め合わされ、前記
隙間に流動性を有する絶縁材が注入されるステップと、
　前記導電部と前記内部配線とが直接的にまたは他の部材を介して電気的に接続されるス
テップと、
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　前記流動性を有する絶縁材を硬化させ、第２の絶縁膜を形成するステップと、
　前記半導体基板の裏面を研磨することによって前記柱状導電部を露出させるステップと
、
　前記仮基板を除去することによって前記導電部を露出させるステップとをさらに備えた
、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記凸型基板は、前記柱状導電部を複数含み、
　前記凹型基板には、少なくとも１つの凹部が設けられており、
　２以上の前記柱状導電部が前記１つの凹部内に挿入される、請求項１に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項３】
　前記仮基板が導電性を有し、
　前記凸型基板を準備するステップは、
　　前記仮基板の上に前記柱状導電部を形成するための型を形成するステップと、
　　前記仮基板を陰極として用いる電気めっきによって前記型の中に前記柱状導電部を形
成するステップとを含む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記柱状導電部の先端に突起電極を電気めっきにより形成するステップをさらに備えた
、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第２の絶縁膜の表面を覆う保護膜を形成するステップをさらに備えた、請求項１に
記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記凸型基板および前記凹型基板のうちの少なくともいずれか一方の接合面において流
動性を有する絶縁材が塗布された状態で、前記凹型基板と前記凸型基板とが嵌め合わされ
るか、または、前記凹型基板と前記凸型基板とが隙間を有する状態で嵌め合わされ、前記
隙間に流動性を有する絶縁材が注入されるステップの前に、前記凹部の表面上に該表面に
沿う導電膜を形成するステップをさらに備えた、請求項１に記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項７】
　前記内部配線は、前記導電部の下側において前記貫通電極を取り囲むように設けられ、
かつ、前記導電部の下面に接触しており、
　前記内部配線および前記導電部のうちの少なくともいずれか一方に切欠きが設けられて
おり、
　前記切欠きを介して前記絶縁材が流動する、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記凸型基板を準備するステップにおいて、前記柱状導電部の表面全体を覆うように第
３の絶縁膜を形成するステップをさらに備えた、請求項１に記載の半導体装置の製造方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装基板と他の半導体基板、他の半導体装置、または、他の機器との電
気的な接続を図るための貫通電極を有する半導体装置およびその製造方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、半導体基板の表面から裏面へ貫通する貫通電極を有する半導体装置が用いら
れている。従来の半導体装置は、次のような方法によって形成される。
【０００３】
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　その方法においては、まず、半導体基板上に所定の深さを有する貫通電極を埋込むため
の第１ホールと貫通電極に接続される配線とを形成する。次に、第１ホールの内周面およ
び配線を覆うように絶縁膜を堆積する。その後、第１ホール内の絶縁膜のうち貫通電極が
形成される予定の部分の絶縁膜を除去する。したがって、第１ホールの内周面に沿って絶
縁膜が残存する。その結果、絶縁膜の表面によって第１ホールの内側に第２ホールが形成
される。なお、このとき、第１ホールの外側においては、配線の一部が露出するように絶
縁膜が除去される。
【０００４】
　次に、絶縁膜の上面および第２ホールの表面に沿うように導電膜（シード層）を堆積す
る。この導電膜を陰極として電気めっきを行なうことによって、前述の第２ホールに金属
を埋込む。埋め込まれた金属は柱状になっている。その後、前述の柱状の金属の底面が露
出するまで、機械的、化学的、または、これらの研磨の双方によって、半導体基板の裏面
を研磨する。それにより、半導体基板の裏面に柱状の金属の底面が露出する。この柱状の
金属が貫通電極である。
【特許文献１】特開２００２－１７０９０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前述のような貫通電極を有する半導体装置の製造方法においては、特にアスペクト比が
大きな貫通電極を形成する場合には、深さが大きくかつ開口が狭い第１ホールの内周面お
よび底面に沿って良好な被覆性を有する絶縁膜およびシード層を形成する必要がある。し
かしながら、前述のプロセスは、極めて困難なものである。
【０００６】
　前述の絶縁膜の被覆性が良好でない場合には、半導体基板での電気的なリークおよび半
導体回路の動作不良に起因して、半導体装置の歩留りおよび信頼性が低下する。また、前
述のシード層の被覆性が良好でない場合には、電気めっきの際に貫通電極となる金属に空
洞が生じるため、半導体装置の歩留りが低下する。
【０００７】
　また、電気めっきによる金属の第２ホールへの埋め込みステップにおいては、金属は、
基本的に、薬液の流速が大きい部分で良好に形成される。そのため、第２ホールの上部に
おいては、薬液の流速が大きいため、金属が良好に形成され、第２ホールの底面の近傍で
は、薬液の流速が小さいため、金属は良好に形成されない。つまり、第２ホール内におい
ては、下部の金属に比較して上部の金属が速く成長するため、第２ホールの下部に空洞を
有する状態で、第２ホールの上部が塞がれてしまう。
【０００８】
　前述のような問題は、第１ホールおよび第２ホールのアスペクト比を小さくすることに
よって、解消される。アスペクト比を小さくするために、第１ホールの開口および第２ホ
ールの開口を大きくするか、または、第１ホールの深さおよび第２ホールの深さを小さく
する方法が考えられる。
【０００９】
　しかしながら、第１ホールの開口および第２のホールの開口を大きくすることは、半導
体装置の微細化を妨げる。一方、第１ホールおよび第２ホールの深さを小さくるためには
、半導体基板の厚さを小さくしなければならない。そのため、半導体基板の剛性が小さく
なる。その結果、半導体装置の信頼性が低下する。また、薄い半導体基板を形成する場合
に、半導体基板の補強のための支持板を半導体装置に貼付けると、その分だけ製造工程が
増加する。さらに、支持板および半導体装置と支持板とを接着する接着剤は、耐熱性およ
び耐薬品性を有し、かつ、支持板の半導体装置からの引き剥がしが容易なものでなければ
ならないという制約を有している。
【００１０】
　本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、アスペクト比が大き
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い場合にも、微細化が可能であり、信頼性が高く、かつ、形成が容易な貫通電極を有する
半導体装置およびその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の半導体装置は、半導体回路を有する半導体基板を備えている。半導体回路を含
む半導体基板の表面は、第１の絶縁膜によって覆われている。第１の絶縁膜内には、内部
配線が形成されている。第１の絶縁膜の上には、第２の絶縁膜が形成されている。第２の
絶縁膜内には、導電部が形成されている。導電部は、内部配線に直接的または他の部材を
介して電気的に接続されているとともに、第２の絶縁膜の主表面において露出している。
【００１２】
　また、導電部の下面には、柱状導電部が直接的にまたは他の部材を介して電気的に接続
されている。柱状導電部は、半導体基板の厚さ方向に延び、かつ、半導体基板の裏面にお
いて露出している。半導体基板内には、柱状導電部を内包するように貫通孔が延びている
。また、貫通孔の内壁と柱状導電部とが、絶縁部によって絶縁されている。絶縁部と第２
の絶縁膜とは一体的に形成されている。
【００１３】
　上記の構成によれば、貫通電極となる柱状導電部を後述する半導体装置の製造方法を用
いて形成することができる。そのため、信頼性が高い貫通電極を有する半導体装置を形成
することができる。
【００１４】
　また、貫通孔には、柱状導電部が複数内包されていれば、柱状導電部同士を極力接近さ
せることができる。そのため、貫通電極を有する半導体装置を微細化することができる。
【００１５】
　また、導電部の上部が第２の絶縁膜の主表面よりも突出しているか、または、導電部の
上表面に第２の絶縁膜の主表面から突出する突起電極が設けられることが望ましい。この
構成によれば、導電部と他の半導体基板、他の半導体装置、または他の機器との電気的接
続が良好となる。
【００１６】
　また、第２の絶縁膜の主表面が保護膜によって覆われていれば、第２の絶縁膜が保護膜
によって保護される。
【００１７】
　また、柱状導電部の露出面上に半導体基板の裏面から突出する突起電極が設けられてい
れば、柱状導電部と他の半導体基板、他の半導体装置、または他の機器との電気的な接続
が良好となる。
【００１８】
　また、絶縁部と柱状導電部との間に第３の絶縁膜が設けられていれば、第３の絶縁膜に
よって貫通電極である柱状導電部と半導体基板との間の絶縁が良好となるため、半導体装
置の信頼性がさらに向上する。
【００１９】
　また、貫通孔の内周面上に内周面に沿う導電膜が設けられており、導電膜が電位固定さ
れていれば、導電膜によって柱状導電部がシールドされるため、半導体装置の信頼性がさ
らに向上する。
【００２０】
　本発明の半導体装置の製造方法は、凹型基板と凸型基板とを準備するステップを備えて
いる。
【００２１】
　前述の凹型基板は、半導体回路を有する半導体基板と、半導体回路を含む半導体基板の
主表面を覆うように設けられた第１の絶縁膜と、第１の絶縁膜内に設けられた内部配線と
、第１の絶縁膜および半導体基板には、第１の絶縁膜および半導体基板の厚さ方向に延び
る凹部が設けられている。
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【００２２】
　前述の凸型基板は、仮基板と、仮基板上に形成された導電部と、仮基板の主表面に対し
て垂直な方向に延びる柱状導電部とを含んでいる。
【００２３】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、凸型基板および凹型基板のうちの少なくとも
いずれか一方の接合面において流動性を有する絶縁材が塗布された状態で、凹型基板と凸
型基板とが嵌め合わされるか、または、凹型基板と凸型基板とが隙間を有する状態で嵌め
合わされ、隙間に流動性を有する絶縁材が注入されるステップを備えている。
【００２４】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、導電部と内部配線とが直接的にまたは他の部
材を介して電気的に接続されるステップと、流動性を有する絶縁材を硬化させ、第２の絶
縁膜を形成するステップと、半導体基板の裏面を研磨することによって柱状導電部を露出
させるステップと、仮基板を除去することによって導電部を露出させるステップとをさら
に備えている。
【００２５】
　上記の製造方法によれば、制御すること困難な凹部基板の凹部の内壁への成膜が必要が
なくなるため、貫通電極を有する半導体装置の信頼性が向上する。また、絶縁膜として、
誘電率が低く、かつ、厚さが大きいものを用いることができるため、絶縁膜の不良によっ
て半導体装置の高速性が阻害されることはない。また、柱状導電部が形成される仮基板は
、半導体装置の裏面を研磨するときに支持体として機能する。したがって、上記の製法に
よれば、支持体の取り付け工程を別個行なう必要がないため、半導体装置の製造工程を短
縮することが可能になる。
【００２６】
　また、凸型基板は、柱状導電部を複数含み、凹型基板には、少なくとも１つの凹部が設
けられている場合には、２以上の柱状導電部が１つの凹部内に挿入されることが望ましい
。この製法によれば、複数の柱状導電部同士の間の距離を極力小さくすることができる。
その結果、半導体装置を微細化することが可能となる。
【００２７】
　また、仮基板が導電性を有しており、凹型基板を準備するステップは、仮基板の上に柱
状導電部を形成するための型を形成するステップと、仮基板を陰極として用いる電気めっ
きによって型の中に柱状導電部を形成するステップとを含んでいることが望ましい。この
製法によれば、仮基板を陰極として用いて、仮基板の表面上において、型の中で柱状導電
部を上方へ向かって徐々に堆積させる手法を用いることが可能になる。その結果、柱状導
電部が良好に形成される。
【００２８】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、柱状導電部の先端に突起電極を電気めっきに
より形成するステップをさらに備えていることが望ましい。この製法によれば、突起電極
の形成が容易になる。
【００２９】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、第２の絶縁膜の表面を覆う保護膜を形成する
ステップをさらに備えていることが望ましい。この製法によれば、仮基板の除去工程にお
いて、第２の絶縁膜の表面が保護膜によって保護される。
【００３０】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、凹部の表面上に表面に沿う導電膜を形成する
ステップをさらに備えていることが望ましい。この製法によれば、柱状導電部が導電膜に
よって電気的にシールドされるため、貫通電極を有する半導体装置の信頼性が向上する。
【００３１】
　また、前述の製法においては、内部配線は、導電部の下側において貫通電極を取り囲む
ように設けられ、かつ、導電部の下面に接触しており、内部配線および導電部のうちの少
なくともいずれか一方に切欠きが設けられており、切欠きを介して絶縁材が流動すること
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が望ましい。この製法によれば、柱状導電部の周囲の絶縁部の状態が良好となるため、半
導体装置の信頼性が向上する。
【００３２】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、柱状導電部の表面全体を覆うように第３の絶
縁膜を形成するステップをさらに備えていることが望ましい。
【００３３】
　この製法によれば、柱状導電部が凹部に偏って挿入されても、第３の絶縁膜が半導体基
板と柱状導電部との間に存在する。したがって、半導体装置の信頼性が向上する。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、アスペクト比が大きい場合にも、微細化が可能であり、信頼性が高く
、かつ、形成が容易な貫通電極を有する半導体装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、図を参照しながら、本発明の実施の形態の半導体装置およびその製造方法を説明
する。なお、各実施の形態においては、同様の構造および機能を有する部位には、同一の
符号が付されているため、その説明は繰り返さない。
【００３６】
　（実施の形態１）
　まず、図１を用いて実施の形態１の半導体装置の構造を説明する。
【００３７】
　図１に示すように、本実施の形態の半導体装置は、半導体基板１を備えている。半導体
基板１内には、半導体回路２が形成されている。また、半導体回路２の表面を含む半導体
基板１の表面を覆うように絶縁膜３が形成されている。絶縁膜３内には、内部配線４が形
成されている。内部配線４は、半導体回路２に接続されている。また、絶縁膜３の上には
絶縁膜５が形成されている。また、絶縁膜５を上下方向に貫通する突起電極６が設けられ
ている。突起電極６は、内部配線４に接続されている。
【００３８】
　また、絶縁膜５内には導電部７も形成されている。導電部７の主表面と絶縁膜５の主表
面とは、同一平面内にある。つまり、導電部７は、絶縁膜５の表面において露出している
。また、導電部７は、突起電極６の上表面に接続されている。また、絶縁膜３および半導
体基板１内には、絶縁膜３および半導体基板１を厚さ方向に貫通するホール１３が設けら
れている。ホール１３内には、ホール１３の内周面に沿うように、絶縁膜５が本発明の絶
縁部として埋込まれている。なお、絶縁部５によって、後述する柱状導電部８と半導体基
板１とが絶縁されている。
【００３９】
　また、絶縁膜５の内周面によってホール１４が形成されている。また、ホール１４内に
は柱状導電部８が設けられている。柱状導電部８は、一端が導電部７の下面に接続され、
他端が半導体基板１の裏面において露出している。柱状導電部８の露出面、絶縁膜５の下
面、および半導体基板１の裏面のそれぞれは、同一平面内にある。
【００４０】
　上記の柱状導電部８は、他の半導体基板、他の半導体装置、または、他の機器と接続さ
れる貫通電極として機能する。したがって、複数の本実施の形態の半導体装置同士、また
は、本実施の形態の半導体装置と他の半導体装置もしくは他の機器とを積み重ねることが
可能になる。その結果、電子回路の大規模集積が可能となる。
【００４１】
　次に、図１に示すような構造の半導体装置を製造するための方法を、図２～図９を用い
て説明する。
【００４２】
　まず、図２に示す凹型基板が形成される。図２に示す凹型基板においては、図１に示す



(7) JP 4803993 B2 2011.10.26

10

20

30

40

50

半導体装置の構造と同一の部分には同一の符号が付されているため、その説明は繰返さな
い。なお、図２に示す凹型基板は、絶縁膜３および半導体基板１にその厚さ方向にホール
１３が形成された直後の構造である。また、この段階では、ホール１３は、半導体基板１
の裏面まで達していない。次に、図３に示すように、ホール１３を埋込むとともに、突起
電極６の側面を覆うように絶縁材５ａが塗布される。
【００４３】
　一方、前述の図２および図３に示す凹型基板の形成工程とは別の工程において、図４お
よび図５に示す凸型基板が形成される。図４に示す構造は、次のような方法で形成される
。
【００４４】
　まず、仮基板としての金属板１００の上に導電部７が形成される。次に、金属板１００
の主表面および導電部７を覆うようにレジスト膜１０１が形成される。なお、金属板１０
０は、後工程でエッチングによって除去されるものであるため、その材料は、アルミニウ
ム等のエッチングされ易いものであることが望ましい。その後、レジスト膜１０１にホー
ル１５が形成される。
【００４５】
　次に、ホール１５内に柱状導電部８が形成される。それにより、図４に示す構造が得ら
れる。この工程においては、金属板１００および導電部７を陰極として電気めっきが行な
われる。それにより、柱状導電部８は、ホール１５の底面から上部へ向かって延びていく
ように形成される、すなわち、ボトムアップによって形成される。その結果、柱状導電部
８には、発明の背景で説明したような空洞が形成されない。つまり、柱状導電部８の状態
は良好となる。その後、レジスト膜１０１が除去される。したがって、導電部７の主表面
から金属板１００の主表面に対して垂直な方向に延びる柱状導電部８が形成される。次に
、金属板１００および導電部７を覆うように絶縁材５ｂが塗布される。それにより、図５
に示す構造が得られる。
【００４６】
　なお、絶縁材５ａおよび５ｂは、低い温度で流動性を有する状態となるものであればい
なかるものであってもよいが、たとえば、低融点ガラス、ポリイミド、またはＮＣＰ（No
n Conductive Paste）等であることが望ましい。
【００４７】
　次に、図６に示すように、図３に示す凹型基板と図５に示す凸型基板とを嵌め合わせる
。つまり、柱状導電部８がホール１３内に挿入される。それにより、ホール１３内の絶縁
材５ａが、ホール１３の外部へ押し出される。また、絶縁材５ｂと絶縁材５ａとは凸側基
板と凹側基板との間のスペースの全体にわたって延びる。その後、絶縁材５ａおよび５ｂ
は一体化し硬化する。このとき、突起電極６と導電部７とが接続される。その結果、図７
に示す構造が形成される。なお、本実施の形態においては、凸型基板と凹型基板とを貼り
合わせるために絶縁材５ａおよび５ｂの双方が用いられているが、それらのうちいずれか
一方のみを用いて凸型基板と凹型基板とが貼り合わされてもよい。
【００４８】
　次に、半導体基板１の裏面から所定の高さ位置まで半導体基板１を研磨する。それによ
り、図８に示すように、柱状導電部８が半導体基板１の裏面において露出する。次に、金
属板１００をエッチングによって除去する。それにより、図９に示すように、導電部７が
露出する。
【００４９】
　上記のような本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、発明の背景で説明したよ
うなアスペクト比の大きいホール１３の内周面に被覆性の高い絶縁膜を形成する工程が不
要となる。そのため、比較的簡単に良好な貫通電極を形成することが可能となる。
【００５０】
　また、上述のように、本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、金属板１００を
陰極として用いて、金属板１００の表面上において、型としてのレジスト膜１０１のホー
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ル１５の中で柱状導電部８を上方へ向かって徐々に堆積させる手法（以下、「ボトムアッ
プ」という。）によって形成する事ができるため、ホール１３内に空洞が形成されるおそ
れが低減される。その結果、半導体装置の信頼性が向上する。
【００５１】
　また、従来技術においては、研磨によって薄くなることに起因して機械的強度が低下し
た半導体基板１を補強する補強部材を設けるための専用工程が必要である。しかしながら
、本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、半導体基板１の裏面を研磨することに
よって柱状導電部８の底面を露出させるときに、凸型基板の金属板１００が補強部材の役
割を果たす。そのため、補強部材を設けるための専用工程が不要になる。したがって、半
導体装置の製造工程が簡略化される。
【００５２】
　また、本実施の形態の半導体装置の製造方法によれば、柱状導電部８をホール１３内へ
挿入するときに、流動性を有する絶縁材５ａおよび５ｂは、ホール１３の内周面と柱状導
電部８との間に空洞が形成されないように、柱状導電部８によって圧力が加えられる。そ
のため、絶縁膜５の状態は良好となる。その結果、膜厚が大きくかつ誘電率が低い絶縁膜
５を形成することが可能となる。したがって、貫通電極に電流が流れるときに貫通電極に
生じる寄生キャパシタンスを小さくすることができる。その結果、絶縁膜５の不良に起因
する半導体装置の高速動作の阻害が防止される。
【００５３】
　なお、本実施の形態においては、凸型基板および凹型基板の接合面に流動性を有する絶
縁材が塗布された状態で、凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされる製法が用いられている
。しかしながら、凹型基板と凸型基板とが互いに隙間を有しながら導電部７と突起電極６
とが接触する状態で、その隙間に流動性を有する絶縁材が注入される製法によっても、図
１に示す構造の半導体装置を製造することができる。
【００５４】
　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２の半導体装置の構造を図１０を用いて説明する。
【００５５】
　図１０に示す本実施の形態の半導体装置は、図１に示す実施の形態１の半導体装置の構
造とほぼ同様である。ただし、本実施の形態の半導体装置は、実施の形態１の半導体装置
と次の点において異なっている。
【００５６】
　まず、本実施の形態の半導体装置においては、内部配線４の代わりに、内部配線４０が
設けられている。内部配線４０の一部は接続部４１として規定される。接続部４１の上面
には、導電部７０が接続される。導電部７０の下面には、柱状導電部８０が接続されてい
る。要するに、本実施の形態の半導体装置は、図１０に示すように、釘状の貫通電極２２
０を有している。なお、実施の形態１と実施の形態２とを比較した場合に、同一の符号が
付されている部分については、同一の構造および同一の機能を有するため、その説明は繰
返さない。
【００５７】
　次に、図１１～図１９を用いて本実施の形態の半導体装置の製造方法を説明する。本実
施の形態の半導体装置の製造方法は、実施の形態１の半導体装置の製造方法とほぼ同様で
ある。実施の形態１においては、図２に示す凹型基板が形成されたが、本実施の形態にお
いては、図１１に示す凹型基板が形成される。図２に示す構造と図１１に示す構造とは、
次の点において異なる。
【００５８】
　図１１に示す構造においては、図２に示す構造の突起電極６が設けられておらず、かつ
、内部配線４０がホール１３を囲むように設けられている。図１１に示す構造が形成され
た後には、図１２に示すように、ホール１３の開口の周囲の絶縁膜３が除去され、それに
より、内部配線４０の一部が接続部４１として露出する。次に、接続部４１の露出面およ
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びホール１３を埋込むように絶縁材５ａが塗布される。その構造が図１３に示されている
。
【００５９】
　また、実施の形態１においては、図５に示す凸型基板が形成されたが、本実施の形態に
おいては、図１６に示す凸型基板が形成される。その本実施の形態の凸型基板の製造方法
は、次のようなものである。
【００６０】
　まず、金属板１００の上には、レジスト膜１０１ａが形成される。次に、レジスト膜１
０１ａの一部が除去され、それにより、ホール１５ａが形成される。次に、ホール１５ａ
内に導電部７０が形成される。それにより、図１４に示す構造が得られる。
【００６１】
　その後、レジスト膜１０１ａが除去される。次に、レジスト膜１０１ｂが導電部７０お
よび金属板１００の主表面を覆うように形成される。その後、レジスト膜１０１ｂを上下
に貫通し導電部７０に至るホール１５ｂが形成される。次に、ホール１５ｂ内に柱状導電
部８０が形成される。それにより、図１５に示す構造が得られる。なお、柱状導電部８０
は、金属板１００および導電部７０を陰極として用いる電気めっきによって形成される。
【００６２】
　次に、レジスト膜１０１ｂが除去される。その後、絶縁材５ｂが金属板１００の主表面
および導電部７０を覆うように形成される。それにより、図１６に示す構造が得られる。
その後、図１７に示すように、図１６に示す凸型基板と図１３に示す凹型基板とが嵌め合
わされる。その後、絶縁材５ａおよび絶縁材５ｂが硬化する。その結果、凸型基板と凹型
基板との間に絶縁膜５が充填された構造が形成される。それにより、図１８に示す構造が
得られる。
【００６３】
　その後、実施の形態１と同様に、半導体基板１の裏面から所定の高さ位置まで半導体基
板１が研磨されることによって、半導体基板１の裏面に柱状導電部８０の底面が露出する
。また、金属板１００がエッチングによって除去されることにより、絶縁膜５の表面にお
いて導電部７０が露出する。それにより、図１９に示す構造が得られる。
【００６４】
　なお、本実施の形態においては、前述の絶縁材５ａおよび５ｂの双方が用いられるが、
それらのうちのいずれか一方のみが用いられる製法によっても、本実施の半導体装置を製
造することは可能である。
【００６５】
　上記のような本実施の形態の半導体装置の製造方法によっても、実施の形態１の半導体
装置の製造方法によって得られる効果と同様の効果を得ることができる。
【００６６】
　また、本実施の形態の半導体装置によれば、図１７に示す凹型基板と凸型基板とを嵌め
合わせるときに、接続部４１と導電部７０とが接触することによって、凹型基板と凸型基
板との位置関係が固定される。したがって、図６に示す実施の形態１の半導体装置のよう
に、突起電極６と導電部７との接触によって凹型基板と凸型基板との位置関係が固定され
る製造方法に比較して、凹型基板と凸型基板との間の位置関係、特に、ホール１３と柱状
導電部８０との位置関係を適正なものにすることが容易になる。
【００６７】
　なお、導電部７の下面と内部配線４０の接続部４１の上面とが表面処理されていれば、
それらの接触状態が良好になる。また、本実施の形態においても、凸型基板および凹型基
板の接合面に流動性を有する絶縁材が塗布された状態で、凹型基板と凸型基板とが嵌め合
わされる製法が用いられている。しかしながら、凹型基板と凸型基板とが互いに隙間を有
しながら導電部７０と接続部４１とが接触する状態で、その隙間に流動性を有する絶縁材
が注入される製法によっても、図９に示す構造の半導体装置を製造することができる。
【００６８】
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　（実施の形態３）
　次に、図２０～図２５を用いて、実施の形態３の半導体装置の構造を説明する。
【００６９】
　本実施の形態の半導体装置は、実施の形態１の半導体装置の構造とほぼ同様である。本
実施の形態の半導体装置の構造と実施の形態１の半導体装置の構造とが異なる点は、ホー
ル１３の代わりに、溝１３０が形成されていることである。すなわち、絶縁膜３および半
導体基板１に溝１３０が形成されている。また、本実施の形態においては、、溝１３０内
において、溝１３０が延びる方向に沿って並ぶように複数の柱状導電部８が設けられてい
る。
【００７０】
　図２０～図２５から分かるように、本実施の形態の半導体装置の構造によれば、柱状導
電部８同士の間には、半導体基板１は存在せず、絶縁膜５のみが存在する。言い換えれば
、絶縁材５ａおよび５ｂが溝１３０内において柱状導電部８同士の間に充填される。
【００７１】
　そのため、柱状導電部８同士の間隔を小さくしても、柱状導電部８同士の間の絶縁膜５
の膜厚を大きくすることができるため、所望の絶縁性能が得られる。したがって、半導体
装置を微細化することが可能となる。また、柱状導電部８の位置合わせの精度が緩和され
るとともに、絶縁材５ａおよび５ｂがより流動し易くなる。その結果、絶縁材５ａおよび
５ｂとして粘性が高い材料を使用することが可能になる。したがって、絶縁材の選択の幅
が広がる。
【００７２】
　なお、本実施の形態においては、凸型基板および凹型基板の接合面に流動性を有する絶
縁材が塗布された状態で、凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされる製法が用いられてもよ
いが、凹型基板と凸型基板とが互いに隙間を有する状態で嵌め合わされ、その隙間に流動
性を有する絶縁材が注入される製法が用いられてもよい。
【００７３】
　また、本実施の形態の半導体装置の製造方法においても、最終的には、実施の形態１の
半導体装置の製造方法と同様に、半導体基板１の裏面が除去され、柱状導電部８の裏面が
露出した後、金属板１００が除去され、導電部７が露出する。
【００７４】
　（実施の形態４）
　次に、図２６～図３１を用いて、本実施の形態の半導体装置の構造を説明する。
【００７５】
　本実施の形態の半導体装置の構造は、実施の形態２の半導体装置の構造とほぼ同様であ
る。本実施の形態の半導体装置の構造と実施の形態２の半導体装置の構造とが異なる点は
、ホール１３の代わりに、溝１３０が形成されていることである。すなわち、絶縁膜３お
よび半導体基板１に溝１３０が形成されている。また、本実施の形態においては、溝１３
０が延びる方向に沿って並ぶように、複数の柱状導電部８０が形成されている。つまり、
溝１３０内には、複数の柱状導電部８０が一列に並んで設けられている。
【００７６】
　本実施の形態の半導体装置によっても、実施の形態３の半導体装置と同様に、柱状導電
部８０同士の間隔を極力小さくすることが可能となる。したがって、半導体装置を微細化
することが可能になる。
【００７７】
　なお、本実施の形態においても、凸型基板および凹型基板の接合面に流動性を有する絶
縁材が塗布された状態で、凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされる製法が用いられてもよ
いが、凹型基板と凸型基板とが互いに隙間を有する状態で嵌め合わされ、その隙間に流動
性を有する絶縁材が注入される製法が用いられてもよい。
【００７８】
　さらに、本実施の形態の半導体装置の製造方法においても、最終的には、実施の形態２
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の半導体装置の製造方法と同様に、半導体基板１の裏面が除去され、柱状導電部８の裏面
が露出した後、金属板１００が除去され、導電部７が露出する。
【００７９】
　（実施の形態５）
　次に、実施の形態５の半導体装置を図３２を用いて説明する。
【００８０】
　本実施の形態の半導体装置は、実施の形態１の半導体装置の構造とほぼ同様である。し
かしながら、本実施の形態の半導体装置の構造は、導電部７の上に突起電極９が設けられ
ているという点において、図１に示す実施の形態１の半導体装置の構造と異なっている。
このような構造によれば、突起電極９が絶縁膜５の主表面から突出しているため、導電部
７と他の半導体基板または他の半導体装置との電気的な接続だけでなく、導電部７と他の
機器との電気的な接続もまた良好となる。
【００８１】
　また、本実施の形態の半導体装置の構造の変形例として、図３２に示す突起電極９の代
わりに、図３３に示すように、上部が一部突出している柱状導電部８ａが用いられ、その
突出した上部の形状に沿うように導電部７ａが設けられている構造が採用されてもよい。
つまり、導電部７ａの上部が絶縁膜５の主表面から突出している構造が採用されてもよい
。図３３に示す構造によっても、図３２に示す突起電極９を有している構造と同様に、導
電部７ａと他の半導体基板、他の半導体装置、または他の機器との電気的な接続が良好と
なる。
【００８２】
　また、本実施の形態の半導体装置の構造の他の変形例として、図３４および図３５に示
す構造が考えられる。図３４に示す構造は、図２に示す実施の形態２の半導体装置の構造
とほぼ同様である。しかしながら、図３４に示す構造は、導電部７０の上に突起電極９０
が形成されている点において、図２に示す構造と異なっている。この突起電極９０によっ
ても、図３２に示す突起電極９によって得られる効果と同様の効果を得ることが可能とな
る。
【００８３】
　また、図３４に示す突起電極９０の代わりに、図３５に示すように、図１０に示す導電
部７０の上表面が突出した導電部７０ａが設けられていてもよい。この場合、柱状導電部
８０ａは、図３５に示すように、上部の一部が突出している。つまり、導電部７０ａは、
柱状導電部８０ａの形状に沿うように形成されている。
【００８４】
　また、本実施の形態の半導体装置においては、図３２に示す構造に加えて、図３６に示
すように、絶縁膜５および導電部７の上にガラス質または有機物からなる保護膜１０が形
成されていてもよい。つまり、保護膜１０は、突起電極９が形成されている領域以外の領
域に形成される。この構造によれば、保護膜１０によって、絶縁膜５の主表面および導電
部７の主表面が保護される。また、保護膜１０は、突起電極９の上に設けられておらず、
突起電極９は、保護膜１０の主表面から突出しているため、導電部７と他の半導体基板、
他の半導体装置、または他の機器との電気的な接続が保護膜１０によって阻害されること
はない。
【００８５】
　また、前述の保護膜１０は、図３７に示すように、柱状導電部８ａと導電部７ａとを有
する図３３に示す構造の保護膜として用いられてもよい。すなわち、図３７に示すように
、導電部７ａの突出部分を覆うことなく導電部７ａの突出部以外の部分および絶縁膜５を
覆うように保護膜１０が設けられていてもよい。この場合、その突出部分は保護膜１０の
主表面から突出している。また、図３８に示すように、図３４に示す構造に保護膜１０が
付加されてもよい。図３８に示す構造においては、突起電極９０は保護膜１０の主表面か
ら突出している。さらに、図３９に示すように、図３５に示す構造に保護膜１０が付加さ
れてもよい。図３９に示す構造においては、導電部７０ａの突出部は、保護膜１０の主表
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面から突出している。
【００８６】
　次に、本実施の形態の図３６に示す構造の半導体装置の製造方法を図４０～図４５を用
いて説明する。
【００８７】
　まず、アルミニウムのような材料からなる金属板１００の上に、ＣＶＤ（Chemical Vap
or Deposition）またはスピンコートによって、ガラス質または有機物からなる保護膜１
０を形成する。次に、保護膜１０の上にレジスト膜１０１を形成する。次に、レジスト膜
１０１および保護膜１０を貫通し金属板１００を露出させるようにホール１１０を形成す
る。それにより、図４０に示す構造が得られる。次に、金属板１００をさらにエッチング
しホール１２０を形成する。次に、レジスト膜１０１を除去する。それにより、図４１に
示す構造が得られる。
【００８８】
　次に、金属板１００を陰極として用いる電気めっきによって、保護膜１０および金属板
１００に形成されたホール１２０の下部を埋めるように、金のようなアルミニウムとは異
なる材料からなる突起電極９を形成する。それにより、図４２に示す構造が得られる。次
に、突起電極９に接続されるとともに保護膜１０の表面の一部に沿うように導電部７を堆
積する。それにより、図４３に示す構造が得られる。なお、導電部７を堆積する工程は、
ホール１２０を形成する工程の後であっても前であってもよい。また、導電部７の形成方
法は、堆積以外に、金箔の貼り付け、無電解めっき、電気めっき、および堆積とめっきと
の組合わせのいずれであってもよい。
【００８９】
　次に、導電部７および保護膜１０を埋込むようにレジスト膜１０１ｂを形成する。次に
、レジスト膜１０１ｂをその厚さ方向に貫通し、導電部７を露出させるホール２３を形成
する。このホール２３に柱状導電部８を形成する。その後、レジスト膜１０１ｂを除去す
る。次に、凸型基板を凹型基板に嵌め込むとともに、流動性を有する絶縁材を用いて凸型
基板と凹型基板との間のスペースを埋める。その後、凹型基板の裏面が研磨される。それ
により得られた構造が図４５に示されている。次に、金属板１００がエッチングによって
除去される。それにより、図３６に示す構造が得られる。
【００９０】
　前述の製法によれば、突起電極９が予め導電部７に形成されているため、金属板１００
が除去され、薄くなった半導体装置の導電部７の上に突起電極９を形成する製法に比較し
て、半導体装置の割れに起因する歩留まりの低下を抑制することができる。また、保護膜
１０が絶縁膜５の上に設けられた状態で、金属板１００の除去が行なわれるため、金属板
１００のエッチングによる除去を容易に行なうことができる。
【００９１】
　次に、図４６～図４８を用いて、図３７に示す構造の半導体装置の製造方法を説明する
。
【００９２】
　まず、金属板１００の上に保護膜１０を形成する。次に、保護膜１０および金属板１０
０にホール１７を形成する。その後、保護膜１０の主表面およびホール１７の表面に沿う
ように導電部７ａを形成する。それにより、図４６に示す構造が得られる。次に、導電部
７ａおよび保護膜１０を埋込むようにレジスト膜１０１を形成する。その後、レジスト膜
１０１をその厚さ方向に貫通し導電部７ａの凹部に至るホール１８を形成する。
【００９３】
　次に、ホール１８内に柱状導電部８ａをめっきによって形成する。それにより、図４７
に示す構造が得られる。次に、レジスト膜１０１を除去する。それにより得られた凸型基
板を凹型基板に嵌め込む。その後、絶縁材を凹型基板と凸型基板とのすき間に流し込む。
次に、絶縁材を硬化させる。それによって、絶縁膜５が凸型基板と凹型基板との間のスペ
ースに形成される。その結果、図４８に示す構造が得られる。その後、金属板１００をエ
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ッチングによって除去する。それにより、図３７に示す構造が得られる。
【００９４】
　なお、柱状導電部８ａのそれぞれが電気めっきによって形成されるため、ホール１８内
に自動的に金属が埋め込まれる。
【００９５】
　また、図３７に示す構造の突出部を有する導電部７ａは、保護膜１０が形成されずに、
金属板１００の上に平板状の導電部７ａが形成されている状態で、凸型の金型を導電部７
ａの主表面に押し付けることによっても形成され得る。
【００９６】
　（実施の形態６）
　次に、図４９を用いて実施の形態６の半導体装置の構造を説明する。
【００９７】
　本実施の形態の半導体装置の構造は、図１に示す半導体装置の構造とほぼ同様である。
しかしながら、本実施の形態の半導体装置は、半導体基板１の裏面に露出している柱状導
電部８の表面を覆うように突起電極１１が形成されている点において、実施の形態１の半
導体装置と異なっている。
【００９８】
　図４９に示す構造によれば、突起電極１１が設けられているため、柱状導電部８と半導
体基板１の裏面に接続される他の半導体基板、他の半導体装置、または他の機器との電気
的な接続が良好となる。また、前述の実施の形態の突起電極９と本実施の形態の突起電極
１１との双方を有する半導体装置によれば、本半導体装置と他の機器等との接続の態様を
多様化させることができる。
【００９９】
　なお、突起電極１１は、図５０に示すように、図３６に示す構造の柱状導電部８の露出
面を覆うように形成されてもよい。
【０１００】
　前述の図４９に示す構造の半導体装置の製造方法においては、まず、実施の形態１の図
８に示すような構造が得られる。その後、図５１に示すように、電気めっきによって、金
属板１００、導電部７、および柱状導電部８を陰極として、柱状導電部８の露出面に突起
電極１１が付着する。その後、エッチングによって金属板１００が除去される。その結果
、図４９に示す構造が得られる。
【０１０１】
　また、本実施の形態の半導体装置の製造方法の変形例としては、凸型基板を形成する工
程において、図５２に示すように、柱状導電部８ａの上面に突起電極１１１が形成されて
もよい。その後、レジスト膜１０１は除去される。それにより、凸型基板が得られる。こ
の凸型基板が実施の形態１の凹型基板に嵌め込まれれば、図５３に示すような構造が得ら
れる。その後、図５４に示すように、半導体基板１の裏面を研磨することにより、突起電
極１１１が露出する。さらに、半導体基板１の裏面から突起電極１１１が突出するように
半導体基板１の裏面を研磨すれば、図５５に示す構造が得られる。その後、金属板１００
がエッチングによって除去されれば、図５６に示す構造が得られる。
【０１０２】
　なお、半導体基板１の裏面の研磨を絶縁膜５が露出した段階で一旦終了してもよい。こ
の場合、次の工程として、半導体基板１のみをエッチングにより選択的に除去し、その後
、絶縁膜５のみを選択的にエッチングする。この製法によっても、図５６に示す構造を得
ることは可能である。
【０１０３】
　（実施の形態７）
　次に、図５７を用いて実施の形態７の半導体装置の構造を説明する。
【０１０４】
　本実施の形態の半導体装置の構造は、図５０に示す半導体装置の構造とほぼ同様である
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。しかしながら、本実施の形態の半導体装置は、半導体基板１の裏面上に保護膜２０が形
成されている点が、図５０に示す構造と異なっている。
【０１０５】
　また、本実施の形態の半導体装置の構造の変形例としては、図５８に示すような構造で
あってもよい。図５８に示す構造は、図３８に示す構造とほぼ同様であるが、半導体基板
１の裏面に保護膜２０が形成されていること、および、柱状導電部８０の露出面上に突起
電極１１が形成されている点において、図３８に示す構造とが異なっている。図５８に示
すような構造によっても、図５７に示す構造と同様に、半導体基板１の裏面が保護される
。
【０１０６】
　（実施の形態８）
　次に、図５９～図６５を用いて、実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明する。
【０１０７】
　図５９に示すように、金属板１００の上に導電部７を形成する。導電部７の上に絶縁膜
６６を形成する。それにより、図６０に示す構造が得られる。
【０１０８】
　次に、導電部７、絶縁膜６６、および金属板１００の主表面を覆うようにレジスト膜１
０１を形成する。その後、レジスト膜１０１をその厚さ方向に貫通するホール１９を形成
する。このホール１９内に柱状導電部８を形成する。それにより、図６１に示す構造が得
られる。その後、レジスト膜１０１を除去する。それにより、図６２に示す構造が得られ
る。
【０１０９】
　次に、図６３に示すように、絶縁膜６６の上面以外の主表面、すなわち、金属板１００
の主表面、導電部７の露出面、絶縁膜６６の両側面、および柱状導電部８の表面を覆うよ
うに絶縁膜１２を形成する。絶縁膜１２は、ポリイミドなどからなっており、導電部７、
金属板１００、および柱状導電部８を電極として用いた電着によって形成される。
【０１１０】
　なお、電着に代えて、露出した導電部７および金属板１００を陽極として用いて、導電
部７および金属板１００の露出面を酸化するか、または、露出面にアルミニウムなどをめ
っきした後に、露出した導電部７および金属板１００を陽極として用いて、導電部７、金
属板１００、および柱状導電部８のめっき面を酸化してもい。次に、絶縁膜６６を除去す
る。それにより、図６４に示す構造が得られる。
【０１１１】
　次に、絶縁膜１２をマスクとして、絶縁膜６６が除去された位置、すなわち導電部７の
露出面上に、はんだのような導電性の接合材１６を、金属板１００および導電部７を陰極
として用いた電気めっきによって形成する。なお、この接合材１６の形成工程は、省略さ
れ得るものである。それにより、図６５に示す構造が得られる。この図６５に示す構造の
凸型基板と実施の形態１の凹型基板に嵌め合わせた場合においても、実施の形態１の半導
体装置によって得られる効果と同様の効果を得ることができる。
【０１１２】
　（実施の形態９）
　次に、図６６～図７１を用いて、実施の形態９の半導体装置の製造方法を説明する。
【０１１３】
　まず、金属板１００上に導電部７を形成する。次に、導電部７および金属板１００の表
面を覆うように保護膜６００を電着によって形成する。その後、保護膜６００の主表面を
覆うようにレジスト膜１０１を形成する。次に、レジスト膜１０１および保護膜６００を
厚さ方向に貫通し、導電部７を露出させるようにホール２２を形成する。それにより得ら
れる構造が図６７に示されている。
【０１１４】
　次に、ホール２２内に柱状導電部８を形成する。それにより得られる構造が図６８に示
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されている。その後、レジスト膜１０１を除去する。それにより得られる構造が図６９に
示されている。次に、柱状導電部８の露出面を覆うように絶縁膜２００を電着によって形
成する。それにより、図７０に示す構造が得られる。次に、保護膜６００を除去する。こ
のとき、保護膜６００の一部が柱状導電部８と導電部７との接続部の近傍に残存部が６０
１として残る。それにより得られる構造が図７１に示されている。
【０１１５】
　この図７１に示す凸側基板と実施の形態１の凹型基板とを嵌め合わせた場合においても
、実施の形態１の半導体装置によって得られる効果と同様の効果が得られる。
【０１１６】
　なお、前述の絶縁膜２００および保護膜６００は、電着により形成されるが、電着に代
えて、金属板１００、導電部７０、および柱状導電部８を陽極として用いて、金属板１０
０、導電部７０、および柱状導電部８の露出面を酸化するか、または、その露出面にアル
ミニウムなどをめっきした後に、めっきされた金属板１００、導電部７０、および柱状導
電部８を陽極として用いて、そのめっき面を酸化してもい。
【０１１７】
　（実施の形態１０）
　次に、図７２を用いて、実施の形態１０の半導体装置の構造を説明する。
【０１１８】
　本実施の形態の半導体装置の構造は、実施の形態２の半導体装置の構造とほぼ同様であ
る。しかしながら、本実施の形態の半導体装置は、次の点において、実施の形態２の半導
体装置と異なっている。
【０１１９】
　本実施の形態の半導体装置は、柱状導電部８０の外周面には、絶縁膜２０ｂが形成され
ている。また、柱状導電部８０の露出面には、突起電極１１が形成されている。さらに、
接続部４１と導電部７０とは接合材４２によって接合されている。また、絶縁膜２０ｂと
導電部７０との間には、残存部６１が形成されている。この図７２に示す構造の半導体装
置によっても、実施の形態２の半導体装置によって得られる効果と同様の効果が得られる
。
【０１２０】
　次に、図７２に示す本実施の形態の半導体装置の製造方法を説明する。
【０１２１】
　まず、金属板１００の上にレジスト膜１０１を形成する。次に、レジスト膜１０１およ
び金属板１００にホール２１を形成する。それにより得られた構造が図７３に示されてい
る。次に、図７４に示すように、ホール２１の底面を覆うように突起電極９０を形成する
。次に、図７５に示すように、突起電極９０の上に導電部７０を形成する。次に、図７６
に示すように、導電部７０の上面およびレジスト膜１０１の上面を覆うように絶縁膜６０
を形成する。
【０１２２】
　次に、図７７に示すように、レジスト膜１０１上の絶縁膜６０およびレジスト膜１０１
を除去する。その後、金属板１００の主表面、絶縁膜６０、導電部７０、および突起電極
９０を覆うように、レジスト膜１０１ｂを形成する。次に、レジスト膜１０１ｂおよび絶
縁膜６０をその厚さ方向に貫通し、導電部７０に至るホール２１を形成する。それにより
得られた構造が図７８に示されている。
【０１２３】
　次に、ホール２１内に柱状導電部８０を形成する。それにより得られた構造が図７９に
示されている。次に、レジスト膜１０１ｂを除去する。それにより得られた構造が図８０
に示されている。次に、柱状導電部８０の露出面を覆うように電着によって絶縁膜２０ｂ
を形成する。このとき、金属板１００の上面ならびに突起電極９０の側面および導電部７
０の側面を覆うように絶縁膜２０ａが形成される。それにより得られた構造が図８１に示
されている。次に、図８２に示すように、導電部７０の上面に位置する絶縁膜６０の不要
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な部分を除去する。それにより、残存部６１が形成される。
【０１２４】
　次に、図８３に示すように、残存部６１の側面上であって導電部７０の上表面上に導電
性の接合材４２を電気めっきによって形成する。なお、この接合材４２の形成工程は省略
され得るものである。図８３に示す凸型基板と実施の形態２の凹型基板とを嵌め合わせる
ことによっても、実施の形態２の半導体装置によって得られる効果と同様の効果を得るこ
とが可能である。
【０１２５】
　また、接合材４２を設ける位置に絶縁膜６０を形成しておく手法が用いられているが、
その絶縁膜６０を設けずに、レジスト膜を用いたフォトリソグラフィ工程によって、凸型
基板の主表面を覆うように設けられた絶縁膜の接合材４２を設ける位置に開口を形成する
手法が用いられてもよい。
【０１２６】
　なお、柱状導電部８の先端面上に存在する絶縁膜２０ｂは、半導体基板１の裏面を研磨
する工程において除去される。
【０１２７】
　本実施の形態の半導体装置のように、柱状導電部８の外周面を覆う絶縁膜２０ｂが形成
されていれば、仮に凹型基板と凸型基板とを嵌め合わせる際に、柱状導電部８がホール１
３が延びる方向に対して斜め方向に向かってホール１３内へ挿入されても、少なくとも絶
縁膜２０ｂによって半導体基板１と柱状導電部８との間の絶縁性を確保される。また、絶
縁膜２０ａは、絶縁膜５の保護膜として機能する。したがって、半導体装置の信頼性がよ
り向上する。
【０１２８】
　（実施の形態１１）
　次に、図８４を用いて実施の形態１１の半導体装置の構造を説明する。
【０１２９】
　本実施の形態の半導体装置の構造は、図１に示す実施の形態１の半導体装置の構造とほ
ぼ同様である。しかしながら、図８４に示す本実施の形態の半導体装置は、ホール１３の
内周面を覆う導電膜３０が形成されている点において、実施の形態１の図１に示す半導体
装置と異なっている。つまり、本実施の形態においては、柱状導電部８の外周面とは所定
の間隔をおいて導電膜３０が筒状に形成されている。導電膜３０は、接地電極に電気的に
接続され、電位固定されている。本実施の形態の半導体装置の構造によれば、導電膜３０
と柱状導電部８との組合わせの構造は、同軸ケーブルの構造と同様であるため、柱状導電
部８を介して入力または出力される信号は、ノイズによる悪影響を受け難い。
【０１３０】
　次に、本実施の形態の半導体装置の製造方法を図８５～図８８を用いて説明する。
【０１３１】
　まず、図８５に示す構造が形成される。図８５に示す構造は、実施の形態１の図２に示
す半導体装置の構造とほぼ同様である。しかしながら、図８５に示す構造では、まだ、図
２に示す構造の突起電極６は形成されていない。
【０１３２】
　次に、図８６に示すように、ホール１３の内周面および底面を覆うように、無電解めっ
きまたはＣＶＤによって、ニッケルからなる導電膜３０を形成する。なお、半導体の導電
性を利用すれば、電解めっきによって導電膜３０を形成することも可能である。次に、図
８７に示すように、内部配線４が露出するようにホール１６０を形成する。その後、図８
８に示すように、ホール１６０内に内部配線４に接続するように突起電極６を形成する。
【０１３３】
　図８８に示す凹型基板と実施の形態１の凸型基板とを嵌め合わせた構造の半導体装置に
よっても、実施の形態１の半導体装置によって得られる効果と同様の効果を得ることがで
きる。
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【０１３４】
　（実施の形態１２）
　次に、図８９～図９４を用いて実施の形態１２の半導体装置の構造を説明する。
【０１３５】
　本実施の形態の半導体装置は、実施の形態２の半導体装置の構造とほぼ同様である。し
かしながら、本実施の形態の半導体装置の構造は、導電部７０に切欠き７００が設けられ
ているという点において、実施の形態２の半導体装置の構造と異なっている。
【０１３６】
　本実施の形態の半導体装置によれば、凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされることによ
って、ホール１３に柱状導電部８が挿入され、絶縁材５ａおよび５ｂがホール１３内から
押し出されるときに、ホール１３内の絶縁材５ａおよび５ｂは、切欠き７００を通って絶
縁膜３の上に流れ出す。そのため、絶縁材５ａおよび５ｂが凹型基板と凸型基板とが嵌め
合わせを阻害しない。したがって、半導体装置の歩留まりが向上する。
【０１３７】
　また、他の製法として、凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされて、凹型基板と凸型基板
とが所定のすき間を有しながら導電部７０と接続部４１とが接触している状態で、その隙
間に流動性を有する絶縁材５ａおよび５ｂが充填される方法が用いられる場合には、絶縁
材５ａおよび５ｂが切欠き７００を通って、柱状導電部８０の周囲のスペースに流れ込む
。そのため、絶縁材５ａおよび５ｂが柱状導電部８０の周囲のスペースへ流れ込み易い。
その結果、絶縁膜５に空洞が形成されることが防止される。
【０１３８】
　なお、本実施の形態の半導体装置の変形例として、図９５～図１００に示すように、内
部配線４０の接続部４１に切欠き４００が設けられている構造が採用されてもよい。
【０１３９】
　本実施の形態の変形例の半導体装置によっても、凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされ
て、凹型基板と凸型基板とが所定のすき間を有しながら導電部７０と接続部４１とが接触
している状態で、そのすき間に流動性を有する絶縁材５ａおよび５ｂが充填されるときに
、切欠き４００および７００を通って、絶縁材５ａおよび５ｂが柱状導電部８０の周囲の
スペースに流れ込む。そのため、図９５～図１００に示す構造によれば、切欠き４００が
設けられているため、前述の図８９～図９４に示す構造に比較して、さらに絶縁材５ａお
よび５ｂが柱状導電部８０の周囲のスペースへ流れ込み易い。したがって、絶縁膜５に空
洞が形成されることがより確実に防止される。
【０１４０】
　（実施の形態１３）
　次に、実施の形態１３の半導体装置の構造を説明する。
【０１４１】
　実施の形態１３に示す半導体装置の構造は、図１０１に示すように、絶縁膜５およびそ
れより下側の構造は、実施の形態１の図１に示す半導体装置の構造とほぼ同様である。し
かしながら、本実施の形態の図１０１に示す絶縁膜５およびそれより下側の構造は、柱状
導電部８の露出面に、導電膜８０１０が設けられている点において、実施の形態１の半導
体装置の構造と異なっている。
【０１４２】
　次に、図１０１に示す半導体装置の絶縁膜５よりも上側の構造の製造方法を、図１０２
～図１０７を用いて説明する。
【０１４３】
　その製造方法においては、まず、図１０２に示す構造が得られる。図１０２に示す構造
は、半導体基板１００１を備えている。半導体基板１００１には、半導体回路１０２が設
けられている。半導体回路１０２を含む半導体基板１００１の主表面を覆うように、絶縁
膜１０３が設けられている。
【０１４４】
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　絶縁膜１０３内には、内部配線１０４が設けられている。また、内部配線１０４は絶縁
膜１０３の表面において一部露出している。また、絶縁膜１０３および半導体基板１００
１において、その厚さ方向に延びるようにホール１１３が設けられている。
【０１４５】
　次に、図１０３に示すように、ホール１１３の内周面および底面を覆うとともに内部配
線１０４の一方の側面を覆う絶縁膜３００が形成される。次に、図１０４に示すように、
絶縁膜１０３の表面、内部配線１０４の表面、および絶縁膜３００の表面を覆う導電膜３
５０を形成する。
【０１４６】
　次に、図１０５に示すように、導電膜３５０を覆うように導電部８０００を電気めっき
によって形成する。次に、図１０６に示すように、導電部８０００の上側部分および導電
３５０の一部をＣＭＰ（Chemical Mechanical Polishing）によって除去し、柱状導電部
８００および導電膜３６０を形成する。次に、図１０７に示すように、柱状導電部８００
の主表面から半導体基板１の主表面に対して垂直な方向に延びるように柱状導電部８を形
成する。これにより得られた構造が、実施の形態１の図５に示す凸型基板に対応する構造
である。本実施の形態の柱状導電部８の形成方法は、実施の形態１の柱状導電部８の形成
方法と全く同様である。
【０１４７】
　本実施の形態の図１０７に示す凸型基板と実施の形態１の図３に示す凹型基板とを嵌め
合わせる。次に、半導体基板１の裏面を研磨した後、柱状導電部８の露出面に導電膜８０
１０を形成する。その後、半導体基板１００１の裏面を研磨して導電膜３６０を露出させ
る。次に、半導体基板１００１の裏面に保護膜１０００を形成する。それにより、図１０
１に示すような構造の半導体装置が得られる。
【０１４８】
　本実施の形態の半導体装置によって、前述の各実施の形態の半導体装置によって得られ
る効果と同様の効果を得ることが可能である。
【０１４９】
　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって
示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意
図される。
【図面の簡単な説明】
【０１５０】
【図１】実施の形態１の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図２】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図３】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図４】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図９】実施の形態１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１０】実施の形態２の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図１１】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１２】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１３】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１４】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１５】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１６】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１７】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
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【図１８】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１９】実施の形態２の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図２０】実施の形態３の半導体装置の凸型基板を説明するための図であって、図２１の
ＸＸ－ＸＸ線断面を示す図である。
【図２１】実施の形態３の半導体装置の凹型基板の上面図である。
【図２２】実施の形態３の半導体装置の凸型基板を説明するための図であって、図ＸＸＩ
Ｉ－ＸＸＩＩ線断面を示す図である。
【図２３】実施の形態３の半導体装置の凸型基板の下面図である。
【図２４】実施の形態３の半導体装置の凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされた状態を示
す図であって、図２５のＸＸＩＶ－ＸＸＩＶ線断面を示す図である。
【図２５】実施の形態３の半導体装置の凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされた状態を示
す図であって、図２４のＸＸＶ－ＸＸＶ線断面を示す図である。
【図２６】実施の形態４の半導体装置の凹型基板を説明するための図であって、図２７の
ＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線断面を示す図である。
【図２７】実施の形態４の半導体装置の凹型基板の上面図である。
【図２８】実施の形態４の半導体装置の凸型基板を説明するための図であって、図２９の
ＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線断面を示す図である。
【図２９】実施の形態４の半導体装置の凸型基板の下面図である。
【図３０】実施の形態４の半導体装置の凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされた状態を示
す図であって、図３１のＸＸＸ－ＸＸＸ線断面を示す図である。
【図３１】実施の形態４の半導体装置の凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされた状態を示
す図であって、図３０のＸＸＸＩ－ＸＸＸＩ線断面を示す図である。
【図３２】実施の形態５の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図３３】実施の形態５の変形例１の半導体装置を説明するための図である。
【図３４】実施の形態５の変形例２の半導体装置を説明するための図である。
【図３５】実施の形態５の変形例３の半導体装置を説明するための図である。
【図３６】実施の形態５の変形例４の半導体装置を説明するための図である。
【図３７】実施の形態５の変形例５の半導体装置を説明するための図である。
【図３８】実施の形態５の変形例６の半導体装置を説明するための図である。
【図３９】実施の形態５の変形例７の半導体装置を説明するための図である。
【図４０】実施の形態５の図３６に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４１】実施の形態５の図３６に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４２】実施の形態５の図３６に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４３】実施の形態５の図３６に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４４】実施の形態５の図３６に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４５】実施の形態５の図３６に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４６】実施の形態５の図３７に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４７】実施の形態５の図３７に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４８】実施の形態５の図３７に示す半導体装置の製造方法を説明するための図である
。
【図４９】実施の形態６の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図５０】実施の形態６の半導体装置の変形例の構造を説明するための図である。
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【図５１】実施の形態６の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５２】実施の形態６の変形例の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５３】実施の形態６の変形例の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５４】実施の形態６の変形例の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５５】実施の形態６の変形例の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５６】実施の形態６の変形例の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図５７】実施の形態７の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図５８】実施の形態７の半導体装置の変形例を説明するための図である。
【図５９】実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６０】実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６１】実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６２】実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６３】実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６４】実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６５】実施の形態８の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６６】実施の形態９の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６７】実施の形態９の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６８】実施の形態９の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図６９】実施の形態９の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７０】実施の形態９の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７１】実施の形態９の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７２】実施の形態１０の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図７３】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７４】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７５】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７６】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７７】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７８】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図７９】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８０】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８１】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８２】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８３】実施の形態１０の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８４】実施の形態１１の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図８５】実施の形態１１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８６】実施の形態１１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８７】実施の形態１１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８８】実施の形態１１の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図８９】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板を説明するための図であって、図９０
のＬＸＸＸＩＸ－ＬＸＸＸＩＸ線断面を示す図である。
【図９０】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板の上面図である。
【図９１】実施の形態１２の半導体装置の凸型基板の図９２のＸＣＩ－ＸＣＩ線断面を示
す図である。
【図９２】実施の形態１２の半導体装置の凸型基板の下面図である。
【図９３】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされた状態を
示す図であって、図９４のＸＣＩＩＩ－ＸＣＩＩＩ線断面を示す図である。
【図９４】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板と凸基板とが嵌め合わされた状態を示
す図であって、図９３のＸＣＩＶ－ＸＣＩＶ線断面を示す図である。
【図９５】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板を説明するための図であって、図９６
のＸＣＶ－ＸＣＶ線断面を示す図である。
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【図９６】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板の上面図である。
【図９７】実施の形態１２の半導体装置の凸型基板を説明するための図であって、図９８
のＸＣＶＩＩ－ＸＣＶＩＩ線断面を示す図である。
【図９８】実施の形態１２の半導体装置の凸型基板の下面図である。
【図９９】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされた状態を
示す図であって、図１００のＸＣＩＸ－ＸＣＩＸ線断面を示す図である。
【図１００】実施の形態１２の半導体装置の凹型基板と凸型基板とが嵌め合わされた状態
を示す図であって、図９９のＣ－Ｃ線断面を示す図である。
【図１０１】実施の形態１３の半導体装置の構造を説明するための図である。
【図１０２】実施の形態１３の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１０３】実施の形態１３の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１０４】実施の形態１３の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１０５】実施の形態１３の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１０６】実施の形態１３の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【図１０７】実施の形態１３の半導体装置の製造方法を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１５１】
　１，１００１　半導体基板、２，１０２　半導体回路、３，１０３　絶縁膜、４，４０
，１０４　内部配線、５　絶縁膜、５ａ，５ｂ　絶縁材、６　突起電極、７，７ａ，７０
　導電部、８，８ａ，８０　柱状導電部、９，１１　突起電極、１０，６００　保護膜、
２０　絶縁膜、２０ａ，２０ｂ　絶縁膜、３０　導電膜、４１　接続部、６０　絶縁膜、
９０　突起電極、１００　金属板、１１１　突起電極。
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